
     　
税
源
移
譲
の
際
に
は
、
個
々
の
納
税
者
の

平
成
１９
年
分
所
得
税
と
平
成
１９
年
度
市
・
県

民
税
所
得
割
額
と
の
合
計
額
が
、
移
譲
前
と

極
力
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
ま

す
。 

　
し
か
し
、
平
成
１９
年
中
の
所
得
が
大
き
く

下
が
り
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
場
合
、
税
源

移
譲
に
よ
る
市
・
県
民
税
の
増
加
分
を
所
得

税
の
減
少
分
で
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。 

　
こ
の
場
合
は
、
平
成
１９
年
度
の
市
・
県
民

税
を
、
税
源
移
譲
前
の
税
率
で
計
算
し
た
金

額
ま
で
減
額
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。（
最
大
9
万
7
5
0
0
円
） 

 対
象
と
な
る
か
た
 

　
次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
か
た
 
 

○
平
成
１９
年
度
市
・
県
民
税
課
税
所
得
金
額

（
申
告
分
離
分
を
除
く
）
が
、
所
得
税
と

の
人
的
控
除
差
（
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控

除
、
障
害
者
控
除
な
ど
の
人
的
控
除
額
は
、

所
得
税
と
市
・
県
民
税
で
は
異
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
一
般
扶
養
控
除
で
は
、
所
得
税

は
３８
万
円
、
市
・
県
民
税
は
３３
万
円
で
す
）

の
合
計
額
を
超
え
る
か
た
 
 

○
平
成
２０
年
度
市
・
県
民
税
課
税
所
得
金
額

（
申
告
分
離
分
を
含
む
）
が
所
得
税
と
の

人
的
控
除
差
の
合
計
額
以
下
の
か
た
 

申
告
の
方
法
 

　
条
件
に
該
当
す
る
か
た
は
、
7
月
1
日
か

ら
３１
日
ま
で
の
間
に
、
平
成
１９
年
１
月
１
日

現
在
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
「
平
成
１９
年

度
分
　
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
 
減
額

申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
　
　
 

税
務
課（
1

８８
‐
8
1
0
1
）
 

地
方
税
法
の
一
部
改
正 

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
始
ま
る 

税
務
課（
1

８８
‐
8
1
0
1
）
 

①（地方公共団体に対する寄付金 
　　　－5,000円）×10％ 

②（地方公共団体に対する寄付金 
　　－5,000円）×（90％－所 
　　得税の限界税率） 
　※所得税の限界税率：所得税に 
　　適用される税率（0～40％） 
　※市・県民税所得割額の１割を 
　　限度 

※税額控除額は、①②の合計額 

所
得
変
動
に
伴
う
市
・
県
民
税
の
経
過
措
置
に
つ
い
て 

平
成
１９
年
中
の
所
得
が 

大
幅
減
の
か
た
な
ど
を
対
象
に 

に
な
り
ま
す 

市
・
県
民
税
が
減
額

市
・
県
民
税
が
減
額 
市
・
県
民
税
が
減
額 

平成18年（度） 

平成19年（度） 

市・県民税 所　得　税 

市・県民税 

税源移譲により増額と 
なった住民税額 

税源移譲により増額となった 
住民税相当額が還付されます。 

申告により 

所　得　税 

市・県民税 
所　得　税 
非　課　税 

所得変動が 
ない場合 

平成19年（度） 

所得変動が 
あった場合 

平成18年中の 
所得に対して課税 

平成19年中の 
所得に対して課税 

還付 

所得変動に係る市・県民税の経過措置のしくみ 

忘
れ
ず
に
納
め
よ
う 

国
民
健
康
保
険
税 

税
務
課（
1

８８
‐
8
1
0
1
）
 

市
民
課（
1

８８
‐
8
1
0
2
）
 

市
民
課（
1

８８
‐
8
1
0
2
）
 

勝山市の平成２０年度国民健康保険税額　（カッコ内は平成１９年度の税額） 

※①　平成19年中の総所得金額など － 33万円　　※②　平成20年度固定資産税額（都市計画税を除く） 

※普徴：普通徴収（窓口納付）　特徴：特別徴収（年金天引き） 

【保険料の納め方】平成20年度 （5月末現在） 

所得割額 

 

資産割額 

 

均等割額 

 

平等割額 

限 度 額  

医　療　保　険　分 

課税標準額※① 
　　　　× 3.0％（ 4.5％） 

課税標準額※② 
　　　　×23.0％（29.5％） 

被保険者1人あたり 
  1万3,000円（1万7,500円） 

1世帯あたり 
  1万3,500円（1万7,500円） 

　　　 47万円　 　（56万円） 

課税標準額※① 
　　　　×1.3％（1.8％） 

課税標準額※② 
　　　　×5.0％（6.5％） 

被保険者1人あたり 
　　　6,500円（9,000円） 

1世帯あたり 
　　　5,000円（7,000円） 

　　　 　9万円     （9万円） 

課税標準額※① 
　　　　　　 ×1.4％ 

課税標準額※② 
　　　　　　 ×5.8％ 

被保険者1人あたり 
　　　　　　7,000円 

1世帯あたり 
　　　　　　6,000円 

                    12万円 

介護保険分（40～64歳） 後期高齢者支援金分 

長
寿
医
療
制
度 

  

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の 

　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ 

長
寿
医
療
制
度 

  

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の 

　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ 

以下の期間で 
75歳になるかた 

3月末に加入されていた保険の種類 

国民健康保険・国民健康 
保険組合に加入 

本人が社会保険 
などに加入 

社会保険などの 
被扶養者だったかた 

～平成19年9月 
【普徴】7月～ 
【特徴】始まっています 

誕生月（加入月）に合わせて普徴 

【普徴】 7月～ 
【特徴】10月～ 
　（7～9月は 
　　普徴） 

【普徴】10月～ 
【特徴】10月～ 平成19年10月 

～平成20年3月 

平成20年4月 
～平成21年3月 

広報かつやま6月号 No.642 10 広報かつやま6月号 No.64211

保
険
税
の
計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
の
創
設
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
を
改
正
し
ま
し
た
。（
下
表
）

医
療
保
険
分
、
介
護
保
険
分
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
そ
れ
ぞ
れ
に
計
算
し
た
も

の
を
世
帯
ご
と
に
合
算
し
た
金
額
が
、
年

間
の
保
険
税
額
で
す
。

世
帯
の
所
得
が
少
な
い
場
合
は
、
条
例

の
定
め
に
よ
り
、
7
割
、
5
割
、
2
割
の

軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

7
割
軽
減
▼
世
帯
主
と
そ
の
世
帯
の
被
保

険
者
の
所
得
が
３３
万
円
以
下
の
世
帯

5
割
軽
減
▼
世
帯
主
と
そ
の
世
帯
の
被
保

険
者
の
所
得
が
（
３３
万
円
＋
２４
万
5
0

0
0
円
×
世
帯
主
を
除
く
被
保
険
者

数
）
以
下
の
世
帯

2
割
軽
減
▼
世
帯
主
と
そ
の
世
帯
の
被
保

険
者
の
所
得
が
（
３３
万
円
＋
３５
万
円
×

被
保
険
者
数
）
以
下
の
世
帯

※
そ
の
他
、
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
）
創
設
に
伴
う
激
変
緩
和

措
置
が
あ
り
ま
す

※
保
険
税
の
納
税
通
知
書
は
、
７
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
納
期
限
内
に
納
め
ま

し
ょ
う

対
象
者
▼
７５
歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
か

た
は
６５
歳
）
以
上
の
か
た
全
員

７５
歳
の
誕
生
日
当
日
か
ら
加
入
と
な
り

ま
す
の
で
、
誕
生
日
の
約
１
週
間
前
に
は

被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
６５
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
の

あ
る
か
た
は
、
７５
歳
に
な
る
ま
で
の
間
、

加
入
は
任
意
で
す
。

保
険
料
▼
被
保
険
者
全
員
が
人
数
割
り
で
負

担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
被
保
険
者
の

所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」

と
の
合
計
額
（
最
高
５０
万
円
）

※
福
井
県
の
保
険
料
率

均
等
割
額
　
4
万
3
7
0
0
円

所
得
割
額
　
（
率
）
7
・
9
％

保
険
料
の
納
め
方
▼
原
則
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
（
特
別
徴
収
）。
た
だ
し
条
件
に
よ

り
窓
口
で
の
納
付
（
普
通
徴
収
）
と
な
り

ま
す

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。

対
象
者
▼
天
引
き
対
象
年
金
の
年
額
が
１８
万

円
以
下
、
ま
た
は
、
介
護
保
険
料
と
合
わ

せ
た
保
険
料
額
が
、
天
引
き
対
象
年
金
の

2
分
の
１
を
超
え
る
か
た

納
　
期
▼
7
月
か
ら
始
ま
り
、
翌
年
2
月
ま

で
の
計
8
回
。
な
お
、
口
座
振
替
を
ご
希

望
の
か
た
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

窓
口
納
付
（
普
通
徴
収
）
と
は

な
お
、
平
成
２０
年
度
は
、
制
度
開
始
年
度

と
な
り
ま
す
の
で
、
3
月
末
に
加
入
さ
れ
て

い
た
保
険
の
種
類
や
生
年
月
日
に
よ
っ
て
、

次
の
と
お
り
納
め
方
が
異
な
り
ま
す
（
今
後
、

変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

ま
た
、
納
付
通
知
は
7
月
中
旬
に
郵
送
す

る
予
定
で
す
。

■
寄
付
金
控
除
制
度
の
拡
充

現
行
の
市
・
県
民
税
の
対
象
寄
付
金

（
自
治
体
や
共
同
募
金
会
お
よ
び
日
本
赤

十
字
社
支
部
に
対
す
る
寄
付
金
）
に
加
え

て
、
学
校
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
な
ど
に
対
す
る
寄
付
金
の
中
か

ら
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
追
加
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
市
・
県
民
税
の
寄
付
金
控
除
は

所
得
額
（
収
入
か
ら
必
要
経
費
や
扶
養
控

除
な
ど
を
差
し
引
い
た
も
の
）
か
ら
控
除

す
る
の
で
は
な
く
、
税
額
か
ら
控
除
さ
れ

ま
す
。
さ
ら
に
、
上
限
額
を
総
所
得
金
額

な
ど
の
２５
％
か
ら
３０
％
に
、
ま
た
適
用
下

限
額
が
１０
万
円
か
ら
5
0
0
0
円
に
引
き

下
げ
ら
れ
、
利
用
し
や
す
い
仕
組
み
が
導

入
さ
れ
ま
し
た
。

【
税
額
控
除
額
の
計
算
方
法
】

一
般
の
寄
付
金
か
ら
5
0
0
0
円
を
差

し
引
い
た
額
の
１０
％

■
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
導
入

「
ふ
る
さ
と
」
に
対
し
貢
献
ま
た
は
応

援
を
し
た
い
と
い
う
納
税
者
の
思
い
を
実

現
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
へ
の

寄
付
金
の
制
度
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
付
金
に
つ

い
て
は
、
5
0
0
0
円
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
、
一
定
の
限
度
ま
で
所
得
税
と
合

わ
せ
て
全
額
控
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
寄
付
金
は
、
平
成
２０
年
１

月
１
日
以
後
の
も
の
で
、
寄
付
の
翌
年
度

の
市
・
県
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

【
税
額
控
除
額
の
計
算
方
法
】

■
住
宅
税
制

省
エ
ネ
改
修
を
行
っ
た
住
宅
に
係
る
固

定
資
産
税
の
減
額
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
詳
し
く
は
２０
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
新
築
住
宅
の
固
定
資
産
税
額

の
2
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る
特
例
適
用
期

間
は
、
平
成
２２
年
3
月
３１
日
ま
で
2
年
間

延
長
さ
れ
ま
し
た
。

■
そ
の
他

公
的
年
金
受
給
者
の
納
税
の
便
宜
な
ど

を
図
る
た
め
、
６５
歳
以
上
の
公
的
年
金
等

受
給
者
を
対
象
に
、
平
成
２１
年
１０
月
よ
り

支
払
わ
れ
る
老
齢
等
年
金
給
付
か
ら
、

市
・
県
民
税
を
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
す

る
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。


